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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、 

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要 

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 

等の一部改正について                     

 

 

 平素より、本県の介護保険行政の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 標記の件について、別添のとおり厚生労働省老健局計画課長、振興課長及び老人

保健課長より通知がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良県長寿社会課介護事業係 
    TEL 0742-27-8532 

 



【参考】改正内容の概要

通知 該当するサービス 事務手続・書類 現行 改正内容

別紙１
別紙２
別紙３

・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与

福祉用具貸与に係るサービス
担当者会議の開催

少なくとも６ヶ月に１回 必要に応じて随時

別紙２ ・介護予防居宅療養管理指導 管理栄養士が行うもの － 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養
士が利用者の状態を定期的に記録する場合
は、当該記録とは別に管理栄養士の介護予
防居宅療養管理指導費の算定のために利用
者の状態を定期的に記録する必要はないも
のとする。

歯科衛生士等が行うもの － 利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生
士等が利用者の状態を定期的に記録する場
合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の介
護予防居宅療養管理指導費の算定のために
利用者の状態を定期的に記録する必要はな
いものとする。

別紙４
別紙５

・居宅介護支援
・介護予防支援

福祉用具貸与に係るサービス
担当者会議の開催

少なくとも６ヶ月に１回 必要に応じて随時

別紙６
別紙７
別紙８
別紙９

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

感染対策委員会の開催 感染対策委員会を１月に１回程
度、定期的に開催する

・感染対策委員会は、おおむね３月に１回以
上、定期的に開催した上で、感染症が流行す
る時期等を勘案して必要に応じ随時開催する
ことが必要である。

・感染対策委員会は、運営委員会など施設
内の他の委員会と独立して設置・運営するこ
とが必要であるが、事故発生の防止のため
の委員会については、関係する職種、取り扱
う事項等が感染対策委員会と相互に関係が
深いと認められることから、これらと一体的に
設置・運営することも差し支えない。



通知 該当するサービス 事務手続・書類 現行 改正内容

別紙１０
別紙１１

・介護老人福祉施設
・介護療養型老人保健施設
・地域密着型介護老人福祉施設

・看取り介護加算
・ターミナルケア加算

少なくとも週１回以上、本人又はそ
の家族への説明を行い、同意を得
ることが必要

入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時
（同意を得る方法）
本人又はその家族に対する随時の説明に係
る同意については、口頭で同意を得た場合
は、介護記録にその説明日時、内容等を記
載すると共に、同意を得た旨を記載しておくこ
とが必要である。












































